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検査管理課

平成２５年11月28日
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謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

先日、広島県医師会より各施設長に対して、以下の資料『臨床基準値（範囲）共有化へのご協力に

ついて（お願い）』が配布されました。

当検査センターとしては、その趣旨に賛同し、現在広島県医師会が設定した臨床基準値（範囲）への

変更について平成26年4月からの実施にむけて検討しております。

平成26年2月上旬には当検査センターとしての方針をご案内させていただきます。

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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